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米価・転作率の変動が稲作経営に及ぼす影響

宮本誠* ・松本功*

要 約

農政は市場原理の活用によって足腰の強い農業の実現を目指している.本稿は低米価時代における稲

作構造再編の可能性を検討しようとするものである.

l 米価低落や転作率上昇は，ともに農家の所得を大きく低下させる.米価が 3~5 割下落すると農業

所得はゼロになる.所得の低下は単一経営より複合経営の方が少ない.

2 稲作経営安定対策は稲作農家の経営を安定化させる機能は持ち合わせていない.

3 米価下落の影響は大規模農家ほど大きい.再生産が可能な農業所得を補償する政策が必要である.

The Influences on Rice Crop Farmers Management 

by Fluctuation of the Price of Rice and Production Adjustment. 

Makoto MIY AMOTO and Isao MATSUMOTO 

Summary 

(1) The decline of the price of rice and the ir悶巴aseof the crop change rate both decrease the farmers income 

greatly. If the price of rice decreases on1y 30-50%， the rice farmers usually 10st agricu1tural income.つrhe

decrease in agricultural income in mu1tip1e farming is smal1er than that in unity farming. 

(2) The countermeasures of management stability for the rice crop 釦 mershave no effect on stabilizing 

management for the rice crop farmers. 

(3) As th巴 sca1eof management for the rice farmers become bigger， the influence of a decline in rice is 

stronger. We need countermeasures that secure agricultural income to enab1e reproduction. 

キーワード:稲作経営安定対策，自主流遜米，市場原環，大規模稲作農家，転作，米価.

繍 冨

米をめぐる情勢は近年，自まぐるしく変化した.

93年の米大凶作のさなかに，ガット・ウルグアイ・ラ

ウンドが最終合意し，関税化を拒否するかわりに特例措

置であるミニマムアクセス (MA)米を受け入れること

になった.95年にはMA米 (43万 t)の輸入が始まり，

食管法が廃止された.イtわって施行された食糧法は，備

蓄・調整保管，生産調整，需給実勢を反狭した自主流通

米価格形成のもとに「需給及び価格の安定jを図ろうと

するもので，基本的には米の需給・価格・流通を市場原

理に委ねるものであった.97年には 4年連続の農作， M

A米の増加，米消費量の減退などが重なり ，10.FJ末の国

産米の在庫は352万 tに遣し，告主米価格の大幅な下落に

見舞われた.食鑓法の破綻によって「新たな米政策大級J

が打ち出された.98年には稲作経営安定対策が発足する

とともに，過去最大の96万haにのぼる生産調整が始まり

供給の蛇口が狭められた.そして食料・農業・農村基本

問題調査会は，新たな基本法の制定を含む農政改革を 9

月に答申した.答申は「農政改革大網Jr食料・農業・農

村基本法jへ受け継がれるとともに， 99年4月には特例

措置を放棄して，米の関税化を受け入れた.ここ 6年余

りの変化は，市場原理の活用のもとに自由貿易体制に組

み込まれたことに集約できる.

市場原理活用の理由を調査会答申はつぎのように述べ

る.これまでの価格政策は需給事情や消費者ニーズが的

確に伝わらず，すべての農業者に効泉が及ぶため，経営

感覚の醸成が妨げられ，農業構造の改善を制約してきた.

また内外錨格差の是正につながらず，結果として掴産農

産物の需要の減少を招いていると指捕し，r経営感覚に優

れた坦い手を育成し，足腰の強い農業を実現するため，

価格政策に市場原理を一層活用するJ8) としている.
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さらに，米価と稿作構造の詩編について，高木食糧庁

長官(現事務次官)は注目すべき発言を行っている.米

の「価格が永遠に下がり続けるということになれば，そ

れでも兼業農家が60九 l万円切ってもやり続けるとい

うのは，自分でやるとすると機械投資で大変だし，入手

でやろうとすればすべてにコスト割れですよね.それで

もなおかつ作るというのは 一定のところまでですよ.

幾らその財産保持のためといったって，やはり機械の翼

い換え時とかに考えますよ・H ・その時に大規模の人た

ちが臨るではないかと，という意見がでるかもしれませ

んが，そのための経営対策ですから，もっと充実してい

かなければいけないと，思います.そういうことに手を

打ちながらやれば，そこのところはそれなりの効果を発

揮するんではないか，稲作構造にもいい影響を与えるん

ではないかと思うわけですJ7lと.

「価格が永遠に下がり続けJ， 1万円を下回る米価時代，

その過程で兼業農家の撤退，経営対策の充実による大規

模農家育成という稲作構造再編を意歯した食糧庁長宮の

発言はとりわけ重要な意味をもっと考える.

答申どおり市場原理の活用によって足腰の強い農業は

実現するのだろうか.長官の発言言どおり稲作構造の再編

は進むのだろうか.これら答申や発雷に対する農家側か

らの検証は少ない.低米価時代において大規模農家育成

という稲作構造再編の可能性を，農家倶.uから考えようと

いうのが本稿のねらいである.

農家の概要及び分析方法

1 調査農家の概要

分析に用いたデータは兵庫県上郡町託農家2)，3)から得

たものである.日農家の98年の経営内容は，水稲作付面

積13ha，さらに水稲の作業受託を育苗から乾燥調製まで

約lOhaずつ請け負っており，基幹作業は約23haに達する

大規模農家である.水稲以外はキャベツ60a，夏秋ナス

6 a，イチゴ，軟弱野菜などの作付けがみられる.野菜

以外の転作は保全管理を中心に31.5%実施していた

が， 98年は割り当てが38.6%に上昇したため，小麦によ

る転作を4，5年ぶりに復活(約lOha) させている.

2 分析方法・内容

本稿ではつぎのこつの分析を行った.

分析 1 米価・転作率の変動が所得におよぽす影響

97年の米価低落， 98年の転作拡大・稲作経営安定対策

の発足など稲作をめぐる条件は大きく変化した.この変

化が農家の所得にどのような影響を及ぼしたのかをシ

ミュレーションした.

また，所得変化は米価や転作率，助成金等が複合的に

影響している.そこで他の要闘は一定にして，米価が10%

下落した場合や較作率が10%上昇したときの変化も検討

した.

分析2:稲作経営安定対策の効果

前述の長宮発言のように，米価は今後とも下落傾向を

たどると考えられる.米価が下落しつづけた場合の稲作

経営安定対策の効果を，未加入農家と対比しながら検討

した.

なお，所得を最大にする作付配分，作付規模の算出は

「営農技術体系評価・計鴎システム FAPS97J(農業技

術評価及び営農計画のための確率的多目的計画法に基づ

いた意思決定支援システム)りを利用した.分析に用い

たデータは基幹作業の実測調査，作業日誌，聞き取り調

査などから得た.

3 試算の前提条件

(1)作付体系・経営規模

試算ではモデルの単純化を留るため試作段階のキャベ

ツを省き，稿単一経営 (A体系z 水稲+調整水悶)と稲

麦複合経営 (B体系ココ水稲十小麦+調整水悶) ， H農家

の現状に近い稲変・作業受託経営 (C体系z 水稲+小麦

+調整水田十作業受託lOha)の豆類型に組み替えて，そ

れぞ

表 l 転作率

年度 96年 97年 98年 99年

事業名 新生産調整推進対策緊急生産調整推進対策

転作率 33.4% 39.6% 

投)転作率は兵康県王子均

表2 新生産調整・緊急生産調整推進対策の転作助成金等

(単位:円 /10a) 

対 策 名 助成の種類 一般作物調整水間

新生産調整基本額計画推進 4，000 3，000 

(96，97年) 特定転作推進 3，000 12，000 

地域調整推進 20，000

緊急生態調整米需給安定対策 25，000 10，000 

(98，99年)麦生産振興緊急対策 10，000

拠 出 金水田部積3，000円flOa

表3 試算に使用した米・小麦の価格 (単位:丹/60kg)

項目 何年 96年 97年 98年

米価自主流通米価格極厚生 18，78δ18，42516，041 16，812 

中生 18日27317，959 15，645 16，512 

檎填基準価格極早生 17，750 

中生 17，292 

農家精算額 緩早生 17，501 15，247 15，202 

中生 17，036 14，970 14，905 

小麦(銘柄区分II. 2等 8，010 8，010 7，924 7，858 

注)自主流通米価格及び補填基準価格は兵康県.農家精

算額は開き取り.
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表4 作付体系55Uの所得の推移 (単位 ha 、万円)

A 

作イ面積サ小 畑

L.V.::J 20.4 11.9 20.9 20.3 11.7 
小麦 12.3 12.3 12.3 12.3 
調整水凹 10.5 0.0 0.0 10.5 0.0 0.0 12.4 
作業受託 10.0 10.0 10.0 
粧水 稲 3，575 3，465 1，971 3，145 3，037 1，716 2，873 2，868 1，710 
収小麦 655 655 648 648 643 643 

経入作業受託 702 702 724 
転作助成金 199 296 331 199 297 331 124 421 429 

営補填金 119 119 76 
拠出金① 94 94 72 

収拠出金② 65 65 39 
総 収益 3，774 4，416 3，659 3，344 3，982 3，397 2，958 3，893 3，471 

支経営費 2，733 2，990 2，638 2，733 2，980 2，626 2，658 2，933 2，626 
所得 1，041 1，426 1，021 611 1，002 771 300 959 845 

(%) (100) (100) (100) (59) (70) (76) (29) (67) (83) 

注1)拠出金の①は米需給安定対策事業、①は稲作経営安定対策事業である.

2) C 体系の作業受託面積はH農家の現状にあわせて10haとした.

3)作付額積はFAPSで求めた.

96年のA体系において所得を最大にする規模棋界を， C

体系は96年の規模限界を FAPSシステムによって算出

した.それを上限として年度ごとの作付面積を試算した.

(2)転作・販売価格等

転作率は兵康県平均を，転作助成金等は調査農家の実

態を基本にした(表1，2) .試算に用いた作物のlOa当

たり単i況は極早生水稲540kg，問中生600kg，小麦400kg

とした.これは97年の調査農家の実績であり，各年度と

も向ーとした.米販売は自主流通米出荷とし，農家の販

売単価は翌年3月時点での精算額を用いた.補填基準価

格等の算出は兵庫県の自主流通米価格とし， 98年は稲作

経営安定対策に加入することとした(表3). 

結 果

1 米価・転作率の変動が所得に及ぼす影響

表4は96年から98年までの日農家の作付体系別の所得

変化を試算したものである.転作を調整水田でクリアす

るA体系の所得は1，041万円であった.転作小麦を組み合

わせたB体系は稲麦二毛作も一部に導入され1， 426万円

となり， A体系に比べ32%の増収であった. C 体系は

1，021万円と作業受託の収援性が悪く， 3体系のなかでは

最低であった.

97年産の米販売精算額は品種によって異なるが， H農

家が作付けている主力品種は12~13% も低下した.この

抵下に対して， A体系の所得は611万円， B体系1，002万

円， C体系771万円となり，前年に比べそれぞ、れ

41 %， 30%， 24%の下落となった.

98年は転作率が33.4%から39.6%に拡大された.全国

的な転作の拡大と単収の落ち込みから， H農家が作付け

ている品種の自主流通米価格は前年より 5%前後上昇す

るが，農家の手取りとなる精算額は0.4%の低下をみてい

る.さらに，転作助成金等も大きく組み替えられた.こ

のためA体系の所得は300万円， B 体系は959万円， C体

系は845万円と，何年に比べてそれぞれ71%， 33%， 17% 

の低落であった.前年との比較では， A体系は半減する

のに対し， B体系は 4%の低下にとどまり， C体系は逆

に増加するなど体系慣の格差が鮮明となった.

つぎに，米価が10%下落した場合と転作率が10%上昇

した場合をそれぞ、れ試算してみよう.表5が試算結果で

ある.96年を基準にして，米価が10%下落した場合の所

得はA体系691万円， B体系1，087万円， C体系828万円

と，それぞれ34%，24%， 19%低下した.経営形態に

よって異なるが，わずか10%の米価下落であっても所得

の低下はその 2~3 倍に拡大される.

転作E容が10%上昇した場合のA体系の所得は728万円

で， 30%の低下であった.転作率の上昇は米価の下落と

向様，農家所得に大きな影響をおよぼすのである.しか

し， 96年のB'C体系については最適解の転作率がそれ

ぞれ35.0%，50.8%と，配分率の33.4%より高く試算さ

れたので正確な比較はできなかった.

2 稲作経営安定対策の効果

米儲が上昇もしくは変動しない場合は，稿作経営安定

対策に加入する利点はない.利点が生まれるのは低落す

る場合のみである.H農家の99年産のB体系において，
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仮に稿作経営安定対策に未加入で米価が20%下落した場

合を想定すると，所得は278万円となり，前年に比べ71%

も低下する.これに対して，安定対策に加入していると

807万円， 16%の低下にとどまる.安定対策は米価の下

落率が大きいほど効果も大きい.

しかし，長期にわたって下落し続けるとそうとはいえ

ない.掴 lはB体系において毎年 5%， 10%下落しつづ

けた場合を想定したものである.転作率，転作助成金等

は99年度の実緩がそのまま継続するものとした.留の「未

加入jは生産調整には参加するが，稲作経営安定対策に

は加入しない場合である.

この鴎で注目したい点はつぎのこつである.第 lに，

稲作経営安定対策に加入した場合の所得低下は， 99年か

ら3年間の下落率は低いが，それ以降は未加入と問じ率

で低下する.第2に，未加入の;場合に所得がゼロとなる

のは10%下落で4年後， 5 %下落で8年後であるが，加

入した場合は両者とも約 1年遅れるだけである.

考察

以上，米価・転作率の試算から明らかなことは，第 l
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図l 米価の下落と所得の推移

注1)稲作経営安定対策の実施期間(問実施要領)は2002年ま

でであるが、以後もそのまま延長されるものとした.

幻想定したモデルは、第 l表のB体系(稲麦複合経営)であ

る.

3 )米価下落(-5 ，-10%)は99年産米から起こった場合を想定.

転作率等は98年の笑綴が続くものと仮定した.
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に，米価低落や転作率上昇は，ともに農家の所得を大き

く低下させる.米価がわずか10%下落するだけで，所得

は19~34% も低下した.表現を変えれば，米価が3~5

割下落すると農家所得はゼロになる.第2に，その低下

は単一経営より複合経営の方が少ない，などである.稲

作経営安定対策の試算からは，米価下落に対して所得低

下を短期的に緩和する機能はあっても，長期的に農家経

営を安定させる機能は持ち合わせていない，といえる.

補填基準価格は自主米の過去 3カ年の移動平均で算出さ

れ，ここには下支え機能がないからである.

ここ数年の関に稲作農家の所得は大きく減少した.こ

こからは，再生産可能な農業所得を祷{賞する政策が緊想

に必要であること，農家としては経営の接合化など所得

低下を緩和するための努力が欠かせないことが指摘でき

る.事態の深刻さを全国の生産費調査と兵庫県の大規模

農家の開き取りから補足しておこう.

1 r米生産費調査J5) からの検討

全閣の97年産米(販売農家)のlOa当たり組収益は

136，395円で，前年に比べ12.6%の減少であった.これ

は主に米価(前年比10.3%減)と単11又(開 2.6%減)

の減少によるものである.その結果，所得は50，122円

となり，前年に比べ実に28. 7 %の減少をみている.上

記試算のB体系とほぼ開じ数値である.作付規模却にみ

ると，所得率の高い 5~ 7 ha層は所得の減少率が最も低

く20%，大・小両極ほど減少率は高まっている. 15ha以

土曜は26%，0.5ha未満麗は51%である.これをみる限

り，兼業・小規模農家の撤退による構造再繍が予想され

る.

つぎに，水稲作付面議lOha以上の大規模農家における

lOa当たり税収益と全算入生産費の推移を翻 2に示して

おく.粗収益は93年産をピークに低減しているが，全算

入生産費は12万丹前後を推移し，米価に合わせて減少す

る動きはみられない.現在のところ，物財費や地代など

生産費は不変のままで，粗収益だけが減少している.農

家は経営努力を怠っているのではなく，生産費低減を経

表5 米価の下落・転作率の上昇と所得 (単位:ha、万円)

年 次 1996年 米側10%下落 転作率10%上昇

作付体系 A B C A 3 C A B C 

作水 干描 20.9 20.4 11.9 20.9 20.4 11.9 17.8 17.8 11.9 

付小 変 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 
面調整水田 10.5 0.0 0.0 10.5 0.0 0.0 13.6 1.4 0.0 
積作 業 受 託 10.0 10.0 10.0 

経総 4又 益 3，774 4，416 3，659 3，424 4，067 3，466 3，339 4，094 3，659 

営経 斤占以吉. 費 2，733 2，990 2，638 2，733 2，980 2，638 2，612 2，888 2，638 

収所 得 1，041 1，426 1，021 691 1，087 828 728 1，206 1，021 

支 (%) (100) (100) (100) (66) (76) (81) (70) (85) (100) 



宮本誠・松本功:米側・転作家の変動が稲作経営に及ぼす影響

した.

農協出荷米比率は全量出荷の 1戸を除いて，多くは低

い.半数の 5戸は農協出荷をほとんど行っていない.農

協以外の販売先は消費者への寵売が最も多い.ついで，

小売庖や卸売業者への販売がつづき，病院やレストラン

などの業務帯要もみられる.農協への出荷は計画流通米

であり，農協以外の販売はほぼ全量が計画外流通米とみ

てよい.

No. 4， 6， 81ま有機栽培や無・減農薬栽培による高付

加価値米生産をめざしている.収量や生産性はある程度

犠牲にしながらも，コシヒカリでは60kg 当たり 28， 000~

26，000円で販売している.それ以外の農家のコシヒカリ

は19，000~22 ， 000円余りである.農協出荷の農家精算額

は農協によって異なるが，コシヒカリでおおよそ17，000

円，キヌヒカリで15，200円である.小口少量販売の慣わ

しさ，稲作経営安定対策未加入というリスクを背負いな

がらではあるが，農協出荷の精算額より2，000~5 ， 000河

の高値販売が行われているとみられる.

f最低米価J概は，設問「経営として成り立つ最低の

--一組収益

幽む・金算入生産聖堂
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200，0目。

営努力のみに期待するのは密難であることを物語ってい

る.同時にそのしわ寄せは農家のみにかかり，収益減少

に甘んじているのが実態である.そして， 97年産は粗収

益と全算入生産費がほぼ等しくなった.15ha以上層の

60kg当たり全算入生産費は15，615円で，わずかであっ

ても粗収益を上回った (88円) 点が注目される.

国3は作付規模別に60kg当たり経営費，生産費，会算

入生産費を比較したものである.いずれも規模が大きく

なるにしたがって低減している.そして，経営費は 5~

7 ha 層を，生産費は1O~15haJ審を最低として，

ぴ上昇している.

多くの農地を借地や購入によって，また中・大型機械

体系の整備によって投資拡大を図ってきた大規模農家に

とって，利潤の拡大が経営の臣標である.利i関の一部が

追加資本に臨され，拡大再生議が額られてきた.経営費

うにおよぱず，金算入生産費以上の粗収益の確保が

再生産を可能にする必要条件だといえる.ところが，図

2でみたように大規模農家の粗収益と全算入生産費はほ

ぼ等しくなった.15ha以上層では逆転すらみられた.

ところで， 98年産自主流通米の指標価格は60kg当たり

約18，000円である.農家手取り儲格は指標価格より約

2，000円低い16，000円余りと考えられる.関 3では 3ha 

以上層の全算入生産費はかろうじて16，000Piを下思って

いる.が，これ以上米舗が下落すると農業依存度の高い

農家ほど，また借地主体の大規模層ほど，規模拡大意欲

はもとより認作を継続する経済的動機J)そのものが失わ
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一方，農業依存度がきわめて低い 1ha未満の小規模患

はすでに全算入生産費はもちろん生産費も償われておら

ず，家族労働の犠牲のうえで生産されている.現在のと

ころ小規模農家が総綴れする動きは聞かない.農業から

撤退する農家は徐々に増えるであろうが，一つの転機は

経営費も償えなくなる12，000円台で訪れるように思われ

る.この12，000円台は，大規模j欝の経済的動機が失われ

る16，000丹よりはるかに低い価格である点は留意したい.

ムラ機能の存続いかんにもよるが，それで、もなお水田だ

けは荒らしたくない，荒らしではならないという意識の

もとに飯米・縁故米生産を中心とした小規模農家は存続

するように思う.

大規模稲作経営における出荷販売の実態

表6は県下の大規模経営10戸の開き取りによる実態を

概観したものである.いずれの農家も複数品種の稲を栽

培しているが，主力品種は兵庫県南部の No.4， 10がキ

ヌヒカリ，それ以外の中・北部の農家はコシヒカリであ

りJ農協以外の販売先と価格j概は主力品稜の実態を記，
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米価は ?Jに対する囲答結果である.経営の5まかれた状

況によって回答金額は大きく異なるが， 12，000円が2戸

あるのに対して， 18，000丹以上も 5戸にのぼる.農協出

荷の米備では経営として成り立たない農家が半数にのぼ

るなど，現在の米価水準は大規模農家にとってきわめて

厳しい状況におかれている.そして農家の多くはリスク

を背負いながら，直売など有利販売のもとで生産をかろ

うじて継続しているようすがこの表からうかがえる.

3 市場原理の活用と大規模農家

米は99年4月から関税化に移行した.移行してもMA

米は2000年までに，98年の輸入量60.6万 tより 13%増の

68.2万 tまで拡大され，少なくともWTO次期交渉が決

着するまで最終年の輸入量は継続される.米の一人当た

り消費量は一貫して減少鰭向をたどり，人口の増加率は

低下している.米は今後とも過剰基調にあり，価格の'1亘

常的下落や生産調整の増加は避けられないと思う.

米の生産費と粗収益はほぼ等しくなり，再生産を可能

にする米価下落の111高はもう残されていない.先の分析で

明らかにしたとおり，米価が下がり続けると，小規模農

家よりも先に大規模農家から崩壊していく可能性が高い

と予想される.これは兼業農家の撤退による大規模農家

育成という摺が意図している稲作構造再編とは逆行する

形になる.

この現実のなかで，国際競争力を高めながら稲作を存

続させようとすれば，米価下落率と同等かそれを上聞る

生産費削減が必要である.農家の経営努力以外に生産費

削減の展望は示されていない.援護がないままでの市場

原理の活用はわが屈の稲作，ひいては農業の存続を吾定

するものである.現在すすめられている「価格政策の否

定とルールなき市場原理への全面的な置き換えJ6) は，

「角を矯めて牛を殺すjがごとく大規模農家の存続を危

うくしている.むしろ，日本農業の成立自体を危うくし

ている，と考える.
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表6 生産者の米販売先と髄格

No 7./(田面積 水稲作 作業受 農協出荷 農協以外の販売先と価格 最低米価

付面積 託商積 米比率

(ha) (ha) (ha) (%) (円 /60kg) (丹)

l 8.0 5.0 5.0 22 小売脂に販売22，000 20，000 
2 8.0 5.0 30.0 O 消費者に直売22，000 18，000 
3 11.1 7.2 10.0 7 消費者に直売21 ，000~23，000 18，000 
4 11.5 9.2 3.0 O 消費者に産売19，000 16，000 
5 12.0 8.0 12.0 40 小売j苔19，000、消費者21，000 14，000 
6 13.0 9.0 10.0 一部 消費者に寵売22，000~26，000 16，000 
7 13.2 8.3 50.0 100 12，000 
8 16.0 13.0 15.0 O 無.i，成農薬米、車売22，000~28，000 18，000 
9 19.9 13.1 12.0 O 卸売業者19，400、小売庖20，400 18，000 
10 25.0 15.0 10.0 33 卸売業者14，000、消費者18，600 12，000 

注1)調査は1999年8月に実施、開き取り調査.

2 )作業受託面積は収穫作業のみを記した.

3 )計画外流通米の品種は No4、10がキヌヒカリ、ぞれ以外の農家はコシヒカリの場合である.

4 )最低米価は、設問「経営として成り立つ最低の米舗は ?Jに対する回答結果.




